
「
家
屋
」に
は
土
地
は
含
ま
れ
ず

第
８
回
　
自
筆
証
書
遺
言
の
落
と
し
穴

　年司法書士登録。成年後見・
相続などに関するセミナーを多数手
がけるほか、テレビ出演や、小説
「相続請負人」の執筆などで、終活
の重要性を解りやすく伝えている。
事務所は東京・横浜・大阪の３拠点。
詳細はhttp://www.katsujudicialscribe.c
om/まで。
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富
子
さ
ん
（
仮
名
）
は
、
自
筆
証

書
で
遺
言
書
を
書
き
ま
し
た
。
富
子

さ
ん
は
、
夫
に
先
立
た
れ
一
人
息
子

が
い
ま
す
が
、
家
を
飛
び
出
し
て
数

十
年
も
会
っ
て
い
ま
せ
ん
。
病
気
の

と
き
も
、
近
所
に
住
む
弟
夫
婦
が
富

子
さ
ん
の
お
世
話
を
し
て
く
れ
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
富
子
さ
ん
は
「
自

分
が
死
ん
だ
ら
息
子
で
な
く
、
弟
に

財
産
を
渡
し
た
い
」と
考
え
ま
し
た
。

富
子
さ
ん
の
財
産
は
、
預
金
と
自
宅

の
土
地
・
建
物
で
す
。
遺
言
書
は

「
私
の
自
宅
で
あ
る
大
阪
市
○
◯
区

○
○
一
丁
目
５
番

号
の
家
屋
を
ゆ

ず
る
」と
い
う
簡
単
な
も
の
で
し
た
。

　
富
子
さ
ん
が
亡
く
な
り
、
家
庭
裁

判
所
で
「
検
認
」
が
済
ん
だ
自
筆
証

書
遺
言
で
の
相
続
登
記
の
依
頼
が
あ

り
ま
し
た
。

　
私
は
、
こ
れ
で
登
記
が
で
き
る
か

否
か
を
法
務
局
に
相
談
に
行
き
ま
し

た
。
裁
判
所
の
検
認
は
、
形
式
的
な

チ
ェ
ッ
ク
で
あ
り
内
容
を
保
証
す
る

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

　
法
務
局
か
ら
は
①
「
ゆ
ず
る
」
と

い
う
文
言
②
不
動
産
の
表
示
が
、
地

番
で
な
く
「
住
居
表
示
」
に
な
っ
て

い
る
③
「
家
屋
」
と
い
う
文
言
、
の

３
点
を
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

　
ま
ず
①
は
、
ゆ
ず
る
と
い
う
言
葉

は
、
相
続
か
、
遺
贈
（
贈
与
）
か
、

と
い
う
指
摘
で
す
。

　
次
に
②
　
法
務
局
は
地
番
で
不
動

産
を
管
理
し
て
い
ま
す
。
土
地
に
つ

い
て
は
、所
在
・
地
番
・
地
目
・
地
積
で

特
定（
例
、一
丁
目
１
８
４
番
７
・
宅

地
・
１
９
９
・

㎡
な
ど
）し
、建
物
に

つ
い
て
は
、所
在
・
家
屋
番
号
・
種
類
・

構
造
・
床
面
積
で
特
定（
例
、一
丁
目

１
８
４
番
地
７
・
家
屋
番
号
１
８
４

番
７
・
居
宅
・
木
造
瓦
葺
平
家
建
・

・


㎡
な
ど
）し
て
い
ま
す
。

　
最
後
に
③
は
、
家
屋
と
は
建
物
を

指
す
も
の
で
、土
地
は
含
ま
れ
な
い
、

と
い
う
指
摘
で
す
。

　
①
の
、
ゆ
ず
る
と
い
う
文
言
に
つ

い
て
は
、
弟
は
相
続
人
で
は
な
い
の

で
遺
贈
と
主
張
し
②
の
住
居
表
示

は
、
地
番
と
の
対
照
表
で
一
致
を
認

め
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
③
の
「
家
屋
」
は
「
建

物
を
指
す
も
の
で
、
土
地
を
含
む
も

の
で
は
な
い
」
と
の
法
務
局
の
判
断

で
し
た
。
結
局
、
登
記
は
で
き
ま
せ

ん
で
し
た
。

　
自
筆
証
書
は
、
最
後
の
希
望
が
叶

え
ら
れ
な
い
リ
ス
ク
と
隣
り
合
わ
せ

で
す
。
遺
言
書
は
、
必
ず
公
正
証
書

で
作
成
し
ま
し
ょ
う
。


